
令和 6 年 1 月 18 日発行 

成 田 労 働 基 準 監 督 署 

無事故・無災害をいつまでも 

 

（１）死傷災害が増加しています！ 
 

 成田労働基準監督署管内の令和 5 年の労働

災害は、12 月末現在（速報値）で死亡災害は

3 件、休業 4 日以上の死傷災害は 565 件（新

型コロナ関連を除く）で、昨年同期（死亡 4

件、死傷 523 件）との比較で、死亡災害は減

少したものの死傷災害は 41 件の増加となりま

した。 

 事故の型別では、「転倒」130 件が最も多

く、「動作の反動・無理な動作（腰痛を含む）」

113 件、「墜落・転落」87 件、「はさまれ・

巻き込まれ」68 件と続いています。 

 特に「転倒」については、死傷災害全体の約

4 分の 1 を占めており、転倒、腰痛等の作業

行動に起因する労働災害防止が 14 次防でも重

点事項とされているところです。 

 気象庁が 1 月 11 日に発表した 1 か月予報

によりますと、平均気温が高い確率が関東地方

で 50％とされていますが、凍結、降雪といっ

た冬季特有の気象状況により転倒災害のリスク

も高まりますので、十分な対策を講じていただ

くようお願いします。 

  

 

 

 

 

 

（2）労働条件明示ルールが変わります。 
 

「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、

更新及び雇止めに関する基準」が改正され、令

和 6 年 4 月から①就業場所・業務の変更の範

囲、②更新上限の有無と内容、③無期転換申込

機会、④無期転換後の労働条件について、労働

契約の締結・更新のタイミングで明示をする必

要がありますので、ご留意ください。 
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（3）年収の壁・支援強化パッケージ 

 
 厚生労働省では、キャリアアップ助成金に「社会保険適用

時処遇改善コース」を新設するなど支援強化パッケージを用

意し、パート・アルバイト等の短時間労働者が「年収の壁」

を意識せず働くことができる環境づくりを支援する取り組み

を行っています。 

 

  

 

 

 （4）上限規制の適用猶予はまもなく終了！ 
 
 令和 6 年 4 月 1 日からトラック、バス、ハイヤー・タクシーのドライバー、建設業、医師の「働き方改革」を

進めるため、時間外労働の上限規制が適用となります！ 

 改正のポイントや Q&A 等の資料を掲載したポータルサイトの QR コードは以下の通りです。 

 ご不明な点などありましたら、当署の労働時間相談・支援班までお問い合わせください。（0476-22-5666） 

 

     
 

 （5）労災保険の給付手続きについて 

 
 休業（補償）給付の請求は長期間分をまとめて行わず、毎月１回定期的に請求

することをお勧めしております。 

 必要に応じまとめていただくことは差し支えありませんが、請求通りに支給

決定されないケースもありますのでご留意ください。労災保険の各種請求書に

は、労働保険番号等のほか、事業主証明欄への記入が必要となります。被災者の

置かれた状況にもご配慮いただきつつ、迅速な支給決定に向け、

事業主の皆様方のご協力をお願いいたします。 

 


